
JR
貨
物
・
嘱
託
社
員
の
出
向
先
の
労

働
条
件
改
善
に
つ
い
て
分
会
・
貨
物
協
・

支
部
・
地
本
が
一
体
と
な
っ
て
、
昨
年

の
４
月
か
ら
具
体
的
に
取
り
組
ん
で
き

ま
し
た
。

分
会
で
は
、
現
場
で
改
善
で
き
る
も

の
は
改
善
し
て
い
こ
う
と
、
現
場
や
JR

貨
物
新
潟
支
店
な
ど
へ
話
し
合
い
を
実

施
し
て
き
ま
し
た
。
JR
貨
物
新
潟
支
店

へ
は
、
こ
れ
ま
で
６
回
に
わ
た
っ
て
展

開
し
て
き
ま
し
た
。
具
体
的
に
、
要
求

が
改
善
さ
れ
な
い
た
め
、
今
年
の
３
月

29
日
に
、
新
潟
労
働
基
準
監
督
署
へ
申

告
し
ま
し
た
。

労
働
時
間
の
管
理

年
休
の
取
り
扱
い
な
ど

３
項
目
に
つ
い
て
申
告

①
年
休
を
労
働
時
間
と
し
て
カ
ウ
ン

ト
化
す
る
こ
と
。

年
次
有
給
休
暇
の
取
り
扱
い
に
つ
い

て
、
新
潟
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ク
ス
・
動
力
車

事
業
所
は
、
年
休
を
労
働
時
間
が
な
い

も
の
と
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
こ
れ
で

は
労
働
義
務
の
あ
る
日
に
年
休
を
与
え

た
も
の
と
な
り
ま
せ
ん
。

新
潟
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ク
ス
・
動
力
車
事

業
所
に
年
休
を
労
働
時
間
と
し
て
取
り

扱
う
こ
と
を
訴
え
ま
し
た
。

②
労
働
時
間
管
理
に
つ
い
て
翌
月
の

勤
務
が
確
定
し
た
時
点
で
一
箇
月
の
労

働
時
間
に
つ
い
て
支
店
は
把
握
し
法
定

労
働
時
間
オ
ー
バ
ー
の
場
合
は
指
導
す

る
こ
と
。
オ
ー
バ
ー
さ
せ
な
い
指
導
・

管
理
す
る
こ
と
。
な
ど
訴
え
ま
し
た
。

③
年
休
取
得
の
際
に
不
利
益
な
扱
い
。

年
休
を
取
得
し
た
日
は
、
業
務
手
当

が
支
給
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
年
休
を
取

得
し
た
日
に
つ
い
て
も
業
務
手
当
を
支

払
う
こ
と
な
ど
訴
え
ま
し
た
。

新
潟
労
基
署

４
月
６
日
に
指
導

新
潟
労
働
基
準
監
督
署
は
４
月
６
日

に
新
潟
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ク
ス
へ
指
導
に
入

り
ま
し
た
。

翌
日
、
４
月
７
日
に
労
基
署
か
ら
連

絡
が
あ
り
ま
し
た
。
大
き
く
３
項
目
に

つ
い
て
、
指
導
し
ま
し
た
が
、
そ
の
中

で
、
年
休
の
労
働
時
間
カ
ウ
ン
ト
化
に

つ
い
て
会
社
側
は
、
認
め
ま
し
た
。
５

月
以
降
に
つ
い
て
、
年
休
を
労
働
日
に

指
定
し
た
日
に
付
与
す
る
と
回
答
し
ま

し
た
。

JR
貨
物
会
社
の
嘱
託
社
員
の
出
向
先

に
お
け
る
労
働
条
件
は
、
60
歳
を
超
え

た
労
働
者
が
、
安
心
し
て
働
け
る
労
働

環
境
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

旅
客
会
社
の
エ
ル
ダ
ー
社
員
の
労
働

条
件
な
ど
も
同
様
で
す
。
こ
の
取
り
組

み
を
大
き
な
ス
テ
ッ
プ
に
し
て
、
さ
ら

に
労
働
条
件
の
改
善
に
取
り
組
ん
で
い

か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

引
き
続
き
、
労
働
条
件
改
善
の
取
り

組
み
を
進
め
て
い
き
ま
す
。
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★あなたが、もし派遣社員なら★

派遣元事業主は、①労働条件を書面で事前に示

す義務、②契約期間の賃金を全額支払う義務③派

遣労働者から苦情処理や福利厚生の充実に取り組

む義務、④労働・社会保険の初手続きをする義務、

⑤派遣労働者の個人情報を保障する義務がありま

す。

★こんな派遣は禁止です★

①厚生労働大臣の許可、届け出がない事業者に

よる派遣。②派遣法で決められた上限を超える、

長期にわたる派遣。③対象業務以外への派遣。④

２重３重の派遣。など派遣は法律で禁止されてい

ます。近年、就職先の企業から業務命令があるの

に、「請負労働者」として働かせる違法行為（偽

装請負）が増えています。

あなたの労働が派遣なのか、請負なのかきちん

と確かめましょう。



編
集
後
記

５
月
に
入
り
ま
し
た
。
季
節
は
桜
か
ら

新
緑
へ
移
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
今
年
は
山

は
雪
が
多
い
よ
う
で
す
。

５
月
の
連
休
は
、
行
楽
地
へ
行
か
れ
ま

し
た
か
？
こ
れ
か
ら
活
動
的
な
季
節
で
す
。

山
や
海
、
そ
し
て
ス
ポ
ー
ツ
・
・
健
康
が

第
一
な
の
で
適
度
な
運
動
な
ど
、
は
じ
め

て
い
き
ま
し
ょ
う
。
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★ 写真をうまく使う ★
新聞に面白味をつけるのは文字ばかりでは～写真１枚いれるだけで実に魅力的な新聞になります。

①カメラは手軽なものを選ぶ

どんなカメラでもかまいません。動き回るには軽いほうが便利です。デジタルカメラの場合、画素数が問題となります。印刷

に適した写真は、やはり画素数が多いほうがいいです。

②両手でしっかり構えてシャッターを押します。

テレビＣＭのまねをして片手でシャッターを押すまねをしてはいけません。写真が写るかどうかは構えて撮るかどうかにかかっ

ています。

③シャッターは３回押しておきます。

シャッターチャンスは一度しかありません。ここぞと思った場面は縦位置、横位置と撮っておきます。顔は正面、右向き、左

向きを撮っておくと編集するときに便利です。くれぐれも目をつむっている写真など取らないように注意しましょう。

④写真はどこに配置するか。

レイアウトでも共通しているように大事な記事は紙面の上の方に持ってきます。一般新聞を見れば分かりますが、紙面の上の

ほうが大きな写真が配置されています。

⑤動きのある写真を使う。

写真を載せて「これは何をしているところ」などと解説しなければならないようでは意味がありません。見ただけで何をして

いるのか分かるような写真を選びとることです。

「文芸特集」を今号から再開します。

今回も鉄道川柳の平成11年9月号の

山脈集推薦作品を紹介します。文芸

特集コーナーにぜひ、あなたの作品

を紹介していただけませんか？

よろしくお願いします。川柳以外

俳句・短歌・詩～など地本教宣部へ

お寄せください。


